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◆未来のきたひろしま絵画コンクール受賞作品（平成21年実施）
　　　「森の中のつつじ風車」　広葉中学校２年　田中　芽衣 さん
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※5　地域コミュニティ：地域におけるさまざま
な共同体のことで、町内会や自治会、一定
のテーマや目的を持った集まりや団体な
ど。

第1節  環境の保全

　科学技術の進歩がめざましい経済発展をもたらしま

したが、その一方で、地球温暖化※1やオゾン層の破壊

など地球規模の環境問題が発生しています。地球温

暖化※1はエネルギーを使用するすべての社会活動が

原因となるため、環境問題の中でも最も解決が困難な

ものであり、市民・事業者・行政などさまざまな主体が、

環境への負荷が少ない循環型社会※2システムの構

築に向けて、努力していく必要があります。

　近年は、大気汚染、水質汚濁、悪臭など典型７公害

に加え、ダイオキシン類※3等の化学物質による環境へ

の影響が社会的な不安要因となっています。大気や

水環境の保全はもとより、化学物質による環境汚染

を監視し、新たな環境リスクを低減するための取組み

が必要です。

　安らぎや心の豊かさといった価値観が大切にされる

ようになり、豊かな自然や美しい景観に対する市民の

ニーズが高まっています。市民が気軽にふれあうこと

ができ、多様な生物が生息できる、良好な自然環境を

保全していく必要があります。

　快適な衛生環境のため、井戸水や浄化槽の適正

管理、斎場や霊園の整備など、清潔で快適な公衆衛

生の保持・改善を推進していく必要があります。

■環境基本条例、環境基本計画に基づき、計画的、総合的な環境施策を推進しま
す。

■市民参加により消費廃棄型社会から資源循環型社会※２への移行を進め、低炭
素社会※４の構築に向けた長期的な環境負荷低減への取組みを推進します。

■健康で安全に暮らせる快適な生活環境を保全するため、監視パトロールによる
公害の発生源に対する指導の徹底を図るなど、環境汚染の防止に努めます。

■自然環境の保全と健全な生態系の維持をめざし、特定外来生物や有害鳥獣の
駆除による農作物などへの被害発生防止に取り組みます。

■市民が環境に配慮した活動に参加できる地域コミュニティ※５づくりを進め、環
境教育の啓発や市民・事業者・行政などの連携を促進します。

■上下水道の未整備地区における衛生環境の向上や畜犬登録、狂犬病予防接種
の促進を図ります。

■市民の墓所需要に対応するため、霊園の整備等を図るとともに、火葬場の整備
について検討を進めます。

※1　地球温暖化：石油等の化石燃料の燃焼など
により大気中の二酸化炭素等が増加し、地
表から放出される赤外線を吸収することに
より、地球の温度が上がる現象。

第３章 美しい環境につつまれた安全なまち

基本的方向
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地球環境の保全
●太陽光発電など環境負荷の少ない再生可能エネルギーへの転換を促進し、地球温暖化※1防止、省エネル

ギー意識の向上に向けた啓発を推進します。

●省エネルギーへの取組みやグリーン購入※６、低公害車の導入など、市としてのCO2削減に向けて率先的に
取り組みます。

公害対策の推進
●公害の発生源となる工場、事業所の指導、監視、測定などを実施し、大気環境、水質環境の保全、悪臭や

騒音などの防止対策を推進します。

●ゴルフ場での使用農薬の低減に向けて、事業者に対し環境汚染防止についての指導・助言を実施します。

自然環境の保全
●緑と水空間の保全や創造、緑化に関する啓発事業を行うとともに、多様な生物の生息環境の保全に努め、

有害鳥獣の駆除を促進します。

環境保全意識の向上
●企業、団体などへの環境啓発や学校、地域、家庭における環境教育を推進します。

●ＮＰＯ※７、市民団体などの自主的な環境問題への取組み支援と連携促進を図ります。

環境衛生の充実
●下水道処理計画区域外のし尿や生活雑排水を適正に処理し、生活環境の保全や公衆衛生の向上を図

るため、合併浄化槽※８の設置を促進します。

●未登録犬の解消や狂犬病予防注射の接種率の向上を図ります。

●霊園の貸付体制や合同納骨堂などの整備について検討を進めます。

●火葬施設の建替えなど、独自・広域処理の方法や施設の整備について検討します。

※2　循環型社会：環境への負荷を小さくするた
め、資源リサイクルなどを推進し、人間の
活動により生じる物資を自然界の中で循環
できるようにする社会。

※3　ダイオキシン類：燃焼や化学物質製造の過
程などで生成されるポリ塩化ジベンゾ・パラ・
ジオキシン（PCDD）、ポリ塩化ジベンゾフラン

（PCDF）、コプラナーポリ塩化ビフェニル（コプ
ラナーPCB）の総称。

※4　低炭素社会：二酸化炭素などの温室効果ガ
スの排出が少ない社会。

※6　グリーン購入：商品やサービスを購入する
際に、価格、機能、品質等だけではなく、
環境を考慮して、環境に与える影響のでき
るだけ少ないものを選んで優先的に購入す
ること。

※7　NPO：英語のNon‐Profit Organizationの
略。営利を目的としない民間組織。

※8　合併浄化槽：し尿と生活雑排水を合わせて
処理し、公共下水道以外に放流するための
施設。
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第2節  廃棄物対策の推進

　資源の消費を抑制し、環境への負荷をできる限り

低減する社会をめざす取組みが全国的に始まり、循

環型社会※1にふさわしい3Rの実現に向けた取組み

が進められています。 （3R～リデュース=発生・排出抑

制、リユース=再使用、リサイクル=再資源化）

　平成20年 （2008年） 10月に家庭ごみの有料化

を実施したことにより、ごみの減量化が進んでいます

が、今後も減量化が持続するよう対策を行っていく必

要があります。

　ごみの排出抑制や再資源化、平成23年度から実

施する生ごみのバイオガス化処理などにより最終処

分場の延命化を図るとともに、処分場周辺の環境整

備対策の強化を行う必要があります。

　高齢化社会の急速な進行により、ステーションへ

のごみ排出が困難な方の増加が想定されることな

ど、状況に応じて収集体制などの見直しをする必要

があります。

　不適正排出や不法投棄防止対策のため、パトロー

ルの強化や指導の充実を図る必要があります。

　広域によるごみ処理については、今後、近隣自治体

とも協議を行い、枠組みの拡大についての検討を進

める必要があります。

■ごみの減量化とリサイクルを推進するため、資源回収の促進やリサイクル意識
の高揚を図ります。

■ごみの減量化や資源化対策、生ごみのバイオガス化処理により最終処分場の
延命化を図るとともに、第６期最終処分場の整備、最終処分場周辺の環境整備
を充実します。

■可燃ごみの処理方法について検討を進めます。

■容器包装リサイクル法などに基づく分別収集を行うほか、新たにリサイクル可
能な資源物の分別、収集方法等の検討を行い家庭ごみの効率的な収集運搬及
び処理を推進します。

基本的方向

第３章 美しい環境につつまれた安全なまち
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ごみの減量化・リサイクルの推進
●家庭ごみ有料化による減量効果を持続させるため、ごみの減量やリサイクル等に関する市民への情報提供

を積極的に行うとともに、家庭ごみの排出の抑制を推進します。

●ごみの減量化とリサイクルの推進を図るため、集団資源回収や生ごみ堆肥化容器などの利用を促進します。

ごみ処理体制の充実
●第６期最終処分場の整備を進めるとともに、最終処分場周辺の環境整備を実施します。

●リサイクル可能な新たな資源物の分別収集と効率的な収集運搬について検討し、リサイクルの推進及び効
率的な収集運搬、処理を行います。

●廃棄物パトロールの監視を強化し、不法投棄等の抑制を図ります。

※1　循環型社会：環境への負荷を小さくするた
め、資源リサイクルなどを推進し、人間の
活動により生じる物資を自然界の中で循環
できるようにする社会。
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第3節  水と緑の空間の充実

　身近に森林や緑地があり、緑の豊さが本市の特色

となっていますが、森林整備等が行き届かず放置状

態が続くなど、森林の有する多面的機能が低下してき

ている状態にあります。森林を含めた緑の果たす役割

の重要性を森林所有者や市民などに啓蒙し、協働に

よる緑の保全や整備への取組みを進める必要があり

ます。

　豊富な森林など緑の資源を保全、育成するため、平

成16年度 （2004年度）に  「緑の基本計画」 を策定

して南の里特別緑地保全地区を指定しました。また、

国の補助制度や森林ボランティアグループによる整

備、自然観察や森林浴などを楽しむことのできる場所

の提供をめざしています。

　平成20年度 （2008年度） から公園等里親制度

を導入し、施設に愛着をもって清掃美化や草刈りを行

うなど、地域のボランティア団体との協働のもと管理

を進めています。

　輪厚川の河川敷は、市民と行政がともに管理する

ことにより川に親しむ空間として定着してきていること

から、小さな子どもでも安心して川遊びができるような

憩いのひろばとして親水空間の機能が損なわれない

よう保全していく必要があります。

■緑のまちづくり条例やまちづくり指針に基づき、開発事業者に対し指導を行い
ながら、緑と調和したまちづくりを進めます。

■民有林所有者の理解と協力を得ながら、緑の保全と緑化の推進を図ります。

■自然や緑を大切にする心を育むため、市民協働による緑化を推進します。

■森林整備計画に基づく森林施業計画に沿って市有林の整備を図ります。

■花と緑の美しいまちづくりを支える基盤づくりを促進します。

■市民と行政が協働して河川環境を守り、潤いのある水辺空間の形成を図って
いきます。

■公園施設長寿命化計画に基づき、市民が安全・安心に利用できる憩いの場の提
供を促進します。

基本的方向

第３章 美しい環境につつまれた安全なまち
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緑化の推進
● 「緑の基本計画」 については、今後の新たな事業の推進や緑を取り巻く環境の変化に対応するため、必要

な見直しを進めます。

●市街地及びその周辺における良好な自然緑地は、関係法令や条例に基づき無秩序な乱開発を防止すると
ともに、民有林所有者に理解と協力を得て、緑のまちづくり条例に基づく緑保全地区の指定など緑の保全
と緑化の推進に努めます。

●身近の森林や緑の豊かさを損なわないよう、森林の保全を進めるとともに、市民や所有者等への保全意識
の啓蒙・啓発を図り、森林整備を促進します。

●市民植樹祭や誕生記念樹の贈呈など市民参加による美しいまちづくり事業を推進します。

●安定的に緑化推進事業を継続するために、 「緑のまちづくり基金」 の活用に努めます。

●緑化に関する意識の醸成や活動の拠点となる 「緑化センター」 の整備について検討します。

親水空間の保全
●河川の機能に配慮した植樹や花を植栽し、河川敷地の緑化を推進します。

●市民の川に親しむ施設として、憩いのひろばの機能や景観を保全します。

公園の整備
●市民との協働により、憩いやコミュニティ※1の場として親しめる公園・緑地の整備を進めます。

●公園機能の改善や多世代型公園への転換などの検討を進めます。

※1　コミュニティ：地域社会や共同体。人々が
共通の意識をもって生活を営む地域または
集団など。
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第4節  防災体制の充実

■災害から市民の生命と財産を守るため、災害に強いまちづくりをめざし、総合
的かつ広域的な防災対策を推進します。

■災害の規模・様態によっては必要となる物資の輸送に支障をきたす場合がある
ことから、防災用食料及び資機材の分散備蓄を図っていきます。

■市民の防災意識の高揚を促しながら、自主防災組織など自主的な防災活動を
支援・促進します。

■自然災害の発生を未然に防止するため、森林や河川の整備などの治山・治水対
策により、災害に強いまちづくりを推進します。

■学校など多くの市民が使用する公共施設の耐震化を進めます。

　災害に強いまちづくりを進めるため、避難所・収容

施設となる学校施設の大規模改修や公共施設の耐

震化、災害危険箇所の整備強化など総合的な整備

対策が必要となっています。

　狭隘あるいは位置的な理由で避難所として適さな

い箇所については、地域の配置バランスなども考慮

し、避難所の指定を見直すとともに高齢者や障がい

者が、被災時に避難生活を安心して送れるよう福祉

避難所を新たに検討する必要があります。

　備蓄食糧等は消費期限があることから、災害時に

確保が可能な品目以外の備蓄を検討するなど、備蓄

品目や備蓄量を見直す必要があります。

　地域の防災力を強化するためには、研修や訓練な

どを通じて地域住民の防災意識を高めるとともに、地

域内での援護協力体制が重要であることから、今後も

自主防災組織の育成や支援を図り、防災活動に参加

しやすい環境を整えていく必要があります。

　森林の有する多面的機能（水源かん養、土砂崩壊

防備など）を高め、自然災害の発生や二次的被害を

未然に防ぐため、森林整備の取組みを進めていく必

要があります。

　千歳川流域の治水対策の早期実現を図るため

に、流域自治体及び関係機関と連携して、 「石狩川

水系千歳川河川整備計画」、 「千歳川流域治水対

策整備計画」 に基づく総合的な治水対策を促進して

いく必要があります。

基本的方向
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防災対策の推進
●北海道や近隣市町村との相互応援体制を確立し、総合的かつ広域的な防災体制の充実・強化を図り

ます。

●地域防災計画の修正を行うとともに、災害時要援護者の避難支援計画の策定や訓練の実施など、防災対
策の強化を図ります。

●防災資機材や非常用食料など自主備蓄に努めるとともに、災害時に必要となる物資等の供給を確保するた
め、民間業者等との協力協定の締結を促進します。

●震災時の２次災害防止に向けた応急危険度判定活動については、建築士会等との応援協力体制を
図ります。

自主防災組織の充実
●地域ぐるみの防災体制を確立するため、自主防災組織など市民の自主的な防災活動を支援・促進します。

●市民の防災意識の高揚と防災知識の普及のため、自主防災組織の育成を進めるとともに、防災センターの
活用、広報活動や出前講座※1の実施など地域住民の防災活動の推進を図ります。

治山・治水の推進
●自然災害の発生を未然に防止するために、森林を保全し、森林の有する多面的機能 （水源かん養・土砂崩

壊防備など） を高める森林整備や河川整備などの治山・治水対策を進め、災害に強いまちづくりを推進しま
す。

●森林や緑地の保全整備による水源かん養・土砂崩壊防備などの機能強化を図るため、市有林の整備地域
の拡大を進めます。

●水害に強いまちづくりを進めるため、 「石狩川水系千歳川河川整備計画」 に基づく東の里地区遊水地の
整備促進、千歳川・輪厚川などの治水対策を国等に強く要請するとともに、遊水地の利活用については、国
と協議しながら市民が親しみやすい施設の整備をめざします。

●農地や低市街地の浸水被害を軽減するため、排水機場の保守管理を計画的に進めます。

※1　出前講座：北広島市の仕事に関する講座メ
ニューについて、担当職員が市民の集まり
に出向いて説明をする講座。
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現状と課題

｜ 北広島市総合計画84

第5節  消防・救急体制の充実

　都市化や高齢化の進行など社会状況が大きく変

化し、災害や救急の態様も複雑多様に変わりつつあ

ることから、各種災害などに迅速かつ的確に対応する

ため、専門的知識と高度な技術を有する人材の育成

や資機材の整備などが重要となります。また、個人情

報の秘匿化や災害情報のデータ伝送など、消防救急

無線のデジタル化による通信の高度化が求められて

います。

　救急体制については、救急救命士※1の処置範囲

の拡大が進められていることから、対応する救命士の

養成を促進するとともに、医療機関との連携を強化す

る必要があります。

　一般の方のＡＥＤ （自動体外式除細動器） の使

用が認められ、施設への設置促進と、救命講習会

による応急手当の知識と技術の普及を図る必要が

あります。

　消防活動において大きな役割を担っている消防団

については、常備消防との連携、効果的な訓練の実

施や地域に密着した活動の展開を図るとともに、団員

の確保や知識と経験の伝承が行える環境づくりが必

要です。

　核家族化、高齢化が進み、要援護者が増加してい

ることから、自主防災組織などと連携し、地域防災力

の向上を図る必要があります。

■複雑多様化する各種災害に迅速かつ的確に対応するため、消防体制の充実・強
化を図ります。

■消防の広域化を推進し、より効率的で効果的な消防体制を構築します。

■消防救急無線デジタル化に向けて、関係機関と連携し、指令業務の共同運用と
併せ効率的な整備を進めます。

■市民に対する防火意識の普及啓発を進めながら、地域ぐるみの自主防災組織
と連携し、防火安全対策の強化を図ります。

■予防査察を強化し、安全管理対策の充実を図ります。

■消防団員の確保や、地域の防災力の強化に向けて消防団の充実を図ります。

■救急体制の充実に努めるとともに、市民を対象とした救命講習会を開催し、救
命率の向上を図ります。

基本的方向

第３章 美しい環境につつまれた安全なまち



施　策

北広島市総合計画 ｜85

消防体制の充実
●効率的で効果的な消防体制とするため、消防の広域化と通信指令業務の共同運用を進めるとともに、消防

救急無線のデジタル化を推進し、通信指令業務の高度化を図ります。

●消防署大曲出張所の移転・整備を進め、消防車両の計画的な更新・整備を行うなど、消防・防災機能の強
化を図ります。

●各種研修や訓練により消防団員の消防活動能力の向上に努めるとともに、消防団の活性化を図ります。

●消火栓や防火水槽などの更新・整備を計画的に進めます。

火災予防の推進
●防火・防災意識の啓発に努め、高齢者や障がい者に対する防火対策や、自治会・町内会の活動の支援を

行いながら地域の防災力の充実を図ります。

●効果的な予防査察を実施するため、防火対象物や危険物施設のデータベースを活用し、事業所の適正な
防火管理を推進します。

●住宅用火災警報器に関する広報・普及活動を推進し、住宅への設置を促進します。

救急救命体制の充実
●医療機関との連携を強化し、資機材の整備と教育訓練に努め、高度化する救急業務を適切に行える救急

救命士※1の養成などメディカル・コントロール体制を推進し、救急救命体制の充実を図ります。

●新型インフルエンザなど感染症対応に必要な装備の充実を図ります。

●市内事業所などにＡＥＤ （自動体外式除細動器） の設置を促進するとともに、救命講習会を開催するなど応
急手当てに関する知識と技術の普及・啓発を促進します。

※1　救急救命士：厚生労働大臣の免許を受け
て、救急車等が現場から病院に到着するま
での間、医師の指示の下に、救急救命措置
を行う者。
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現状と課題

｜ 北広島市総合計画86

第6節  交通安全の推進

　全国の交通事故による死者数は、道路交通法の

改正や交通安全運動の積極的な推進により、平成

19年 （2007年） には54年ぶりに5,000人台まで減

少し、平成20年 （2008年） には、第８次交通安全基

本計画の目標値である 「5,500人以下」 を２年前倒

しで達成しています。

　北海道では、平成17年 （2005年） から交通事故

死亡者数ワーストワンを返上し、平成18年 （2006年）

からは毎年300人以下で推移しています。これまでで

最多となった昭和46年 （1971年） の889人と比較

すると７割以上も減少しています。

　本市は、国道36号・274号、道道江別恵庭線・

栗山北広島線などの幹線道路が通っているため通

過交通量が多く、交通事故の危険性が高い地域と

言えます。

　平成19年 （2007年） から平成21年 （2009年）

まで交通事故発生件数は300件を下回っております

が、全国同様、事故に占める高齢者の割合が増加し

ており、高齢者の交通事故防止を重点とした交通安

全教育の充実のほか、交通安全施設の整備にも努

める必要があります。

■子どもから高齢者まで、それぞれの年代に応じた交通安全教育を推進し、交通
安全意識の浸透を図ります。

■安全で快適な市民生活の実現をめざして、市民、企業、地域、関係行政機関が
連携して、積極的に交通安全対策を推進します。

基本的方向

第３章 美しい環境につつまれた安全なまち



施　策

北広島市総合計画 ｜87

交通安全意識の充実
●北海道や北海道警察及び交通安全関係団体等と連携し、通年運動や期別運動などを通じ、交通安全意

識の浸透を図ります。

●交通安全意識の定着には幼児期からの交通安全教育が重要であることから、効果的な「交通安全教室」を
継続して実施します。また、高齢者の事故が増加傾向にあることから、高齢者を対象とした啓発の拡充を図っ
ていきます。

交通安全環境の整備
●だれもが安全に安心して通行できるよう、交通安全施設など交通環境の整備を促進します。
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現状と課題

｜ 北広島市総合計画88

第7節  防犯対策の推進

　全国的にも犯罪の凶悪化や低年齢化、自己中心

的・短絡的な犯罪が発生していることから、防犯や暴

力追放への市民意識が高まっています。

　本市における犯罪件数は、数年前から減少に転じ

てはいますが、依然として車上狙いや子どもたちに対

する不審者からの声かけなども後を絶たず、また、高齢

者などを狙った振り込め詐欺なども手口が巧妙化して

います。

　市内の各地区では、自主防犯団体の結成や青色

回転灯装着車両によるパトロール隊が発足するなど

防犯意識が高まってきていることから、犯罪のない安

全で安心なまちづくりに向けた総合的な取組みを推

進する必要があります。

　夜間における犯罪の防止と安全確保のため設置

されている街路灯については、自治会などへの支援

とともに、防犯のための環境を整備していく必要が

あります。

■ 「自分のことは自分で守る」 という市民の防犯意識の浸透を図ります。

■ 「自分たちの地域は自分たちで守る」 という地域の防犯力を高める活動を支
援します。

■市、市民、事業者及び関係機関の連携を強化し、 「犯罪の起きにくいまちづく
り」 を推進します。

基本的方向

第３章 美しい環境につつまれた安全なまち



施　策

北広島市総合計画 ｜89

防犯意識の普及啓発
●市民の防犯に関する知識の向上や自主的な地域活動を推進するため、広報活動などの充実により防犯意

識の普及を図ります。

●街頭防犯啓発や市民大会の開催など、防犯活動団体等との連携による啓発活動を推進します。

犯罪が起きにくい環境づくり
●犯罪を誘発、助長させない環境をつくるため、公園や駐車場など公共施設の安全対策を進めるとともに、街

路灯などの整備を支援していきます。

●身の回りの安全対策の取組みを奨励するとともに、児童生徒の通学時間帯における見守りなど、地域ぐるみ
の防犯活動を促進します。
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現状と課題

｜ 北広島市総合計画90

第8節  消費生活の安定

　商品の販売形態や契約方法の多様化などを背

景に、訪問や電話での悪質な勧誘、インターネット※1

による有料サイト※2の架空請求、振り込め詐欺など、

いわゆる悪質商法による被害が急増する傾向にあり

ます。

　消費者としての正しい知識の普及や啓蒙を行い、

消費者の利益保護と消費生活の安定と向上を図る

必要があります。

　市民の消費生活における被害を未然に防止するた

め、情報の提供や消費生活相談を実施していくととも

に、消費者団体との連携を図りながら、積極的に消費

者の意識改革に努める必要があります。

■市民の消費生活の安定と消費者保護のため、複雑多様化する消費生活に関す
る苦情や相談の適切な対応を図ります。

■消費生活に関する知識の普及など消費者教育の充実を図り、消費生活被害の
未然防止に努めます。

基本的方向
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施　策

北広島市総合計画 ｜91

消費者教育の拡充
●消費生活に関する情報の提供や消費者教育を推進するため、消費者団体との連携を図りながら、知識の

普及や啓発活動を拡充します。

消費者保護の推進
●市民の消費生活に関する諸問題に適切に対応するため、消費生活相談員の研修会等の充実により、相談

員の資質向上を図るとともに、消費者保護を目的に各種活動を行っている消費者協会を支援します。

※1　インターネット：世界中のコンピュータ・
ネットワークを相互に接続した世界規模の
コンピュータ通信網。

※2　有料サイト：インターネット※1を使用して
情報を得ようとする時に、情報提供料が発
生する情報源。
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92｜ 北広島市総合計画

◆未来のきたひろしま作文コンクール受賞作品（平成21年実施）

「発展する北広島」

東部小学校６年　福嶋 日奈子 さん

　私は、夏休み中ニュースで見て気になった事は、「ゲリラ豪雨」と
いう聞いた事のないような洪水の事です。台風による崖崩れで毎日犠
牲になる人がたくさん出るという悲しいニュースが聞こえてきます。
これらを異常気象といい、地球温暖化が原因とも言われています。
　私たちが大人になる頃には、地球がどうなっているかとても心配で
す。
　夏休みに入って間もなく、宇宙飛行士の若田さんが133日目にス
ペースシャトルから帰ってきました。さっそうと手を振る若田さんは
とても足取りも軽く、過酷な宇宙生活をしてきたようには見えないく
らい生き生きとして見えました。他に宇宙飛行士には、北海道出身の
毛利さんもいます。女性宇宙飛行士もめずらしくありません。
　北広島市は、千歳空港、札幌市とも近いのでこうした事を利用して、
将来宇宙飛行士をめざす人を訓練する学校を作ったらいいと思いま
す。
　また、東広島市とも姉妹都市になっているので、平和の大切さを小
学生の時の交流体験で子供の頃から身につけています。
　北広島市は今は若者がたくさんいて活気のある町というよりは、60
代、70代の高齢の方がたくさんいるシニア世代中心の町です。子供た
ちはそういう方たちともふれあいを持つ機会をたくさんつくり、いろ
いろな事を教わって未来に役立つ事を学ぶことも良いと思います。
　北広島市に北海道内をはじめ、全国各地、世界中から科学を志す人
達が北広島宇宙研究所に集まることが叶えられれば、とても夢のある
すばらしいことだと思います。
　私は今からワクワクしてしまいます。




